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「除外事項を付した限定付結論が記載された四半期レビュー報告書の受領 

および過年度決算修正の可能性に関するお知らせ」に関する補足について 
 

当社が平成 25年４月 15日に発表いたしました「除外事項を付した限定付結論が記載された四半期

レビュー報告書の受領および過年度決算修正の可能性に関するお知らせ」について、発表に至った経

緯などを補足してお知らせいたします。 

記 

１．過年度決算修正の可能性に関する経緯 

当社は、平成 25年３月 25日に開催された当社の会計監査人である清和監査法人との会議体にて、

過年度決算における「繰延税金資産」と「その他有価証券評価差額金」の過大計上を修正しなければ

いけない可能性について、正式に示唆を受けました。その後、平成 25年４月２日に開催された会計監

査人との会議体にて当社は、改めて詳細説明を受け、過年度にさかのぼって決算修正を行うか、判断

を委ねられました。 

その後、当社は決算作業を並行して進めながらも、過年度決算の修正の可否について調査と検討を

行ってまいりましたが、最終的な確認・判断に至らず、提出期限までにこれ以上の並行作業は不可能

と判断し、金融商品取引法第 24条の４の７第１項にて平成 25年４月 15日と提出期限を定められてい

る平成 25年８月期第２四半期報告書について、その提出期限を遵守し、その後に過年度決算修正の可

否を調査・検討を行うか、提出遅延をして、過年度決算修正の可否を調査・検討を行い、過年度決算

修正が必要な場合、その修正を行った後に四半期報告書を提出するか、方針決定をせざるを得なくな

りました。 

平成 25年４月 10日に開催された会計監査人との会議体にて、会計監査人とも協議した結果、当社

としては平成 25年８月期第２四半期の損益計算書に与える影響が無いこと、平成 25年８月期第２四

半期報告書上の前年度連結貸借対照表で計上している「繰延税金資産」と「その他有価証券評価差額

金」の会計処理が誤っている可能性があるという除外事項の限定付結論のついた四半期レビュー報告

書を受領することなどを勘案し、過年度修正の可能性はあることを明記したうえで平成 25年８月期第

２四半期報告書を期限までに提出する方針に決定するに至りました。 

 

２．今後の当社の対応について 

 当社は、平成 25年４月 16日、平成 25年８月期第２四半期報告書を関東財務局長へ提出いたしまし

たが、過年度決算を修正する可能性が依然、残存しております。今後、本件を可及的速やかに解決す

べく、当社といたしましては、引続き事実確認に努めてまいります。また、会計監査人に十分かつ適

切な資料を提出してまいります。その結果、会計監査人の確認の上、修正の可否が確定し次第、適正

な開示を行う予定です。 

以 上 


